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問題状況と課題

教育基本法第 6条第 2項は，法律で定める学校の教員が，全体の奉仕者であって，自己の

使命を自覚し，その職責の遂行に努めなければならなしv と定めている。「自己の使命を自

覚し，その織責の遂行に努めなければならない jとは，教育が結局のところ教員の資質いか

んによって左右されることを十分に認識し，その重要さを規定せんとしたものとも考えられ

る。それゆえ，教員であることは，勤務する場が国・公立学校であろうと私立学校であろう

と，その職務の重要さを理解し，絶えず自己の研鐙に努力しなければならないことを意味し

ている。教員が研修を重ね，白から職能成長のために努力するのは，教育としづ職務そのも

のの特性に由来するというのが，教員研修の第一義である。

教育公務員としての教員には，さらに詳細な法規定が加わる。すなわち， i教育を通じて

国民全体に奉仕する教育公務員の職務とその責任の特殊性」に基づいて，研修などに関する

事項を定めた教育公務員特例法の規定がそうである。同法 19条は「教育公務員は，その職

責を遂行するために，絶えず研究と修養に努めなければならない」とし，職責の遂行にとっ

て，研究と修養(研修)が不可分の行為であることを明確にしたのである。およそ教員であ

る限り，その職責の遂行に全力を尽すこと， したがってそのためには，絶えず研修を重ね，

不断の職能成長を図ることが，すなわち教員の教員たる所以であること， しかもそれが大い

に教育的意義を子どもに与えるであろうことも広く認識されていたといえよう。

しかし，長い教育の歴史の中で，教員自身が絶えず}I頂調に研修を実現できたわけではなか

った。否，現在の教員研修が事の本質に即して考えるなら，最も深刻な悩みを抱えていると

もいえるのである。それは，量の確保から質の時代への転換期にさしかかっているからであ

る。

研修本来の意義から考えるなら，研修が一定の成果を生み出しうるためには，まずそれを

正当に受けとめられる優秀な人材が教育界に確保されていなくてはならなし、。さらに，いか

に優秀な人材が揃い，研修意欲に満ち溢れていても，それを保障する体制，機会が確保され

ていなくてはならない。施設，費用，時間，内容，組織などが，十分計画的に用意され，自

由に利用できなくては，研修意欲が削がれるだろうし，効果もあまり期待できなくなる。そ
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して最終的には，研修で、得た知識や経験などが，日常の教育活動に活かされるようになって

し、なくては，何のための研修だったのか，ということになってしまうだろう。

現在，様々の組織が主体となり，形態も内容も多種多様な研修が実施されている。施設，

費用，機会などを歴史的に比較してみたら，おそらく今日ほど豊富に用意されたことはなか

ったかもしれない。研修や研究活動が多すぎるという声をしばしば耳にするほどだからであ

る。それでは，現行の教員研修が量的にも質的にも充分確保されるようになったといえるだ

ろうか。そのことをまず確認しておかなければならない。

確かに優秀な人材を確保するという点では?ここ数年間の教員に対する待遇の改善が契機

となってか，最近の教員志願者数は異常なほど増加しているし，成績も優秀な学生が多数受

験しているようである。大学などの養成段階で脱落していく者も考慮、したら，潜在的な希望

者は実際の採用試験受験者を大巾に上まわるに違いない。叫デモ@シカ先生 H などと郷織さ

れる時代は，とうの昔に去ってしまい， 3 0歳を過ぎてから転職して教員になろうとする者

も増加しているのが現実である。その意味からすると，教育界に優秀な人材が篠保されつつ

あることは事実のようである。研修の実効性を高めるうえで，第一の条件は次第に満たされ

つつあるといえよう。

さきの教育公務員特例法第 19条第 2項は， r教育公務員の任命権者は，教育公務員の研修

について，それに要する施設，研修を奨励するための方途その他研修に関する計画を樹立し，

その実施に努めなければならなし、」としている。行政当局が主催したり補助金を交付するよ

うな研修の機会は，年々少しずつ多くなっているし，その形態や態様も多面的に保障されつ

つある。例えば，研修計画も少しずつきめ細かに整備され，資料なども次第に整い，近年で

はテレビなどを利用した研修方法も実現されている。

このようにみてくると，教員の研修に関する限り，財政難などによる今後の計画縮少の恐

れを除けば，かなりの程度改善の方向に進んでいると理解できるかのようである。研修問題

を考える我々には，研修は教員の権利か義務の問題，職務命令として行われる研修の是非を

めぐる問題，組合活動の一環としても位置づけられる研究会への参加をめぐる問題などが今

日論議の的になっているぐらいで，研修そのものはうまく運営され，着実に教員の指導力形

成に役立っている，と前提的に認識することが可能であるかのようにも思えるのである。

しかし，実際はそれほど単純ではないであろう。すで、に述べたように，教師たちは研修や

研究会と称される機会が不必要なほど多く， しかもあまり日常の教育活動に活かせないこと

を嘆き始めている。計画書や報告書の類いも，自分で体験した問題を解決するために作成する

のではなく，所与の問題を解説書や既成の成果にほぼ全面的に依拠しながら体裁よくまとめ

てしまう傾向が多く，探究的に深化されてし、く性質のものとして残ることが少ないのである。

ましてそれが，学校全体にまで成果が拡大され，仲間たちの力量の向上に結びつくには多く

の困難が存在しているのである。

我々が今回特に取りあげる新任期教員の研修問題は，他の研修形態に比べて，いくつかの
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特異性を有している。したがって，教育行政当局が新任期教員の研修機会をどれ位，どのよ

うな内容で用意すればよいのか，としづ問題にとどまらず，他のいくつかの機関やスタップ

と有機的に協力し合いながらすすめなければヲ研修の実効性を高めることは困難なように思

える。

それはおよそ次のようなものとなるであろう。まず第一に，教員としての養成段階から体

系的に計画化されたものでなくてはならないことである。大学などにおける教員養成のカリ

キュラムヲ組織，養成内容などを，これまで以上に充実させなければならなし、。特に，教育

実習過程での大学と学校との協{動的養成教育の充実が焦眉の課題である。大学側の実習校ま

かせ，学校側の邪魔もの扱いによっていたのでは，いつまでたっても優れた新任教員は確保

できないであろう。

次に採用方法にも一考の必要がある D あまり当面必要とも思えないような知識を詰め込ん

だ教師の卵ばかりを採用していたのでは，子どもを愛し，教育に全力を傾ける， したがって，

積極的に研修を積もうとする意欲的な教師は確保できなくなるであろう。

教育行政当局が教員の研修(ここでは特に新任期教員の研修)にあたって，今後とも十分

に配慮すべき問題は，散在する問題点ではなく，教員養成から始まり，学校経営，地域教育

計画に至るまでのトータノレな教育行政施策の中で把えるべき問題である。今後の行政がj認す

べき基本原則は，金と人の無秩序な投入ではなく，質的向上を真のねらいとする行政サーグ

ィスの拡大である。教育行政も，その中核とするべきものは，いかにしたら子どもの学習権

を実質的に保揮し，質的に高度化した教育の実現が可能かという点に集約されるべきである。

子どもの学習に反映しない教員の研修は，行政当局の自己満足と教員自身の無意味な上昇意

識を刺激するだけであって，終局的な行政の責任の確保とはとうてし市、えない。

今回の共同研究で我々は，新任期教員の研修が，究極のところこの子どもたちに内実化さ

れるものとして実現しているのかどうか，またそうするためにどのような方途が望ましいの

かを考える手がかりをつかみたいと思っている。教育行政は，国民全体に対して直接に責任

を負って行われる教育の自的を遂行するに必要な諸条件の整備確立が目標である。そうした

教育行政に課せられた責任とは何か，いかにしたら実現できるのかを，新しい教育行政の視

点に立って，新任期教員の研修の実態と問題点?さらには改善の方向を探ろうとするのが，

我々の問題意識である。

我々の共同研究は，まず第一に，新任期教員の研修に対する行政責任の論理構造に関して，

理論的 e 一般的考察を行っているo 次に第二，第三のものは，新任期の教員(採用後ほぼ三

年間の教員を指す)，とりわけ採用一年未満の新採用教員に対する，中央@地方の行政施策

の歴史と実態を論じている。そして，第四の論文では，新任期教員の力量形成が p 中心的に

は校内研修を核にして行われるべきであるとの考えから，校内研修の実態と問題点について

述べられている。まとめは，新任期教員の力量形成を，その可能性と側からの研修組織化の

意義として論じたものである。
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2 行政責任の理論と特質

行政学の研究が過去数十年間に渡って探究し，研究の積み重ねを行って来た行政責任論

Administrative Responsibilityについて，ここで詳述する余裕も必要性もない

が，教育行政を含めた行政全体の理論的研究にとって，行政責任論が何故注目されるべきな

のか，そしてその特質は何かを少し述べておきたい。

まず，行政責任論が登場する歴史的背景を理解しておかねばならなし、。行政責任論はヲ多

くの行政学者の指摘する如く，主としてアメリカ行政学， しかもニューディーノレ期の社会的

背景の中から誕生した。原理的には，すでに世界が帝国主義段階に到達していたから，資本

語IJ社会における政治原理もそれに即応した理論と技術を持つようになったのである。機能的

な国家概念によって語るなら，行政国家的状況に到達したといいうるであろう。行政国家と

は，それまで基本的枠組とされた市民社会と国家の分離が，媒介項たる行政の巨大イヒ，拡大

強化によって，両者の区別と対立が唆味となり，自同性( Identitat )が生じた状況を

指すものである(1)0 換言すれば，立法と司法の相対的弱体化ないしは両者への行政の介入，

浸食状況を指摘した概念、で、ある。

行政国家論の論証は他の優れた労作に譲るとして，教育行政に関してこのことを少し考え

てみよう。

教育は，本来我々の社会生活の中でかなりな程度個人的であったはずである。思想や信条，

宗教の自由などと間程度ではないにしても，白からが社会の中でどう生きていくのか，また

し、かに成長をとげていくのかは，個人の基本的人権を出発点に考える限り，多くの自由なる

領域を有しているべきであろう。現代の教育が，そのほとんどを公教育として機能化してい

るとしても，個人の学習権を中核として教育を理解する以上，そこでの公教育のあり方は，

社会的存在としての人間の基底的な存在様式に関わってのものに集約されるべきだからであ

る。

ところが，高度に発達した資本主義社会の国家は，市民生活の経済や政治だけでなく，教

育や文化に至るまで白からの掌中に体系化し，学校教育だけではなく，人間の教育と学習全

体を生涯に亘ってシステムとしてコントロールする理論をも生み出したのである。それゆえ，

教育行政は国家の社会統治機構としてますます重要視され，反面でその独自性が一面化=軽

視される運命を辿ることとなったのである。こうした歴史的発展段階に到達した我々は，も

はやかつてのような教育行政=条件整備説や教育行政排除論の如き視座で教育行政を分析し

えない環境に立っている。教育行政を含めた行政全体を，いかにしたら我々の手に取り戻せ

るか，が今後の行政研究の中心課題でなければならなし、。とりわけ行政国家状況での行政の

理解は，行政活動そのものの中に我々が参加し，統制するだけでなく，行政それ自身に論理

内在化したものとして市民のための行政をなさしめる行政理論を構築することでなければな

らなし、。すなわち，行政機関及び個々の行政官それ自身の中に，民主的行政を行わしめる原
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理@原則を確立し，行政行為の発動にあたっては，常にその基本に立ちかえって行為が自律

的に為される必要がある。しばらく前から盛んになってきた参加論も，すでにその内実を問

う高度な段階に達しつつあると思う口無批判，無検証の運動自体に対する主体的自己省察な

き参加のための参加論は，形式化された議会主義と問題の内容において，同質の限界を有し

ているといえよう。だからこそ行政責任の考えが教育行政にいかされねばならない。

教育行政は，戦後の出発点におし、て，他の領域より数段素人性と専門性を尊重しようとし

て出発した。素人性とは，教育行政改革の基本原則の 1つであった素人支配( 1 ayman 

control )の尊重である。素人性は，戦前のような閉鎖的専門性を打破しうる論として現

在においてもより重視されなければならなし、。それは，教育行政における民主性の確保と密

接に結びついているからである。また，専門性は，各種の免許制度の整備確立と教育行政の

科学化，指導助言活動の尊重として重視されねばならなし、。強権的行政命令や，受命者に対し

その人の理解を得ょうとする努力を軽視した職務命令や管理行為はヲ受け手と発動者の相互

理解と協働関係を損ない，対立と抗争を生み，専門自律性をi坦害するものとして，強く否定

されなければならなし、。それゆえ，これらの原則を十分に保障できなくてはならなし、。

行政責任としづ概念の使用は，一般的，評論的意味だけでなく，学問的用語として確立さ

れつつあるといえよう。「誰か」あるいは「どこか」の責任とか， i何々について」の責任，

とし、う常識的，感覚的言葉の使用ではなく，これまでの行政学の研究成果を活かしながら，

理論的考察の枠組ないし視座として設定されなければならなし、。

行政責任論誕生の歴史的過程から考察するなら，それはまず行政からする立法や司法への

侵食領域に着目するのでなければならなし、。すなわち，それ以前の立法や司法領域での国家

活動の正当性や合理性，民主性などが，活動の発展や複雑化とともに，次第に行政領域に移

行していくことによって，より一層評価されるための保障の理論として位置づけられるべき

なのである。あるいはまた，新たに登場した富家機能が，主として行政の手に委ねられるに

あたって，様々の価値が確保される方法論として検討されなければならないのである。

わが国の行政学者で，行政責任論の研究を精力的に積み重ねてこられた足立忠夫は，行政

学のー支分領域としての行政責任論の考察枠組を，行政裁量という核心をめぐって展開する

ものへ限定すべきである，と主張する(2)。氏が詳細に「ことばの洗濯 Jをした如く，責任と

し、う概念は，そのままではあまりに広く，責任論は，行政学の全分野と重なりあってしまう

のである。したがって，既成の行政学の領域と関連させて考えるなら，それは行政裁量の問

題を，様々の責任概念によって整理検討するとともに，行政活動の新時代にふさわしい新し

い行政観，行政のあり方を考察する科学的かつ民主的な行政研究の方法論ないしは視座とし

て定着させるのでなければならない。

われわれがここで取りあげる意味での行政責任論は，国家活動における行政機能の拡大・

強化に対し，その正統性@合理性などを確保する視座として構想されてきたことは，以上見

て来た通りであるが，もちろんこれとてもすべてパラ色の展望を切り拓いてくれるとは限ら
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なし、。すでにこれまでの行政学研究において，行政責任論は一定の厳しい批判を受けてきて

いる。それらは，主として行政責任論の主たる体質である価値問題をめぐってのものであっ

た。責任としづ概念は，何をもってその確保 a 保障としうるか，という点で，最も重要な部

分は価値的な判断を伴うものである。したがって，何をもって行政責任の確保と判断@評価

できるかは，時と場合によって大きな違いが見られるのである。

行政責任論のもう一つの難点は，次のような点にあると私は考えている。先に私は，行政

i五!家状況での行政の理解は，行政活動そのものの中に我々が参加し，統制するだけでなく，

行政それ自身に論理内在化したものとして市民のための行政をなさしめる行政理論を構築す

ることでなければならなし、と述べた。それの現実認識は，現代社会のような大衆社会状況

の中で，過度なまでの参加デモクラシーに対する評価への模疑である。福岡政行は，政治化

の時代の政治的無関心について，次のような分析を述べている(3)0 すなわち，参加デモク

ラシーは，その期待の大きさの反面，失望も大きく，タテマエとなり，幻想、になりつつある

こと，大衆の均等な政治参加が，同時に彼らの「一票の重み」を軽くし予政治的無関心層を

拡大した，と述べている。そして，少なくとも民意が政治にフィートバックして，何らかの

決定@政策となってアウト 6 プットされるならば，政治的無関心は生じなしv と主張する。

参加論と行政責任論は，後者が前者の水路であり，尺度であるとしづ関係と考えられる。

政治への参加という点ではp 普通平等参政権が形式的に実現をしてくれた。しかしながら，

政治への参加が，政治の主人公としてヲ主体的に政治と取り組む市民を形成するためには，

具体的な道筋や導きの糸が必要であろうし，判断をする用具も持っていなくてはならなし、。

ところが，行政責任を行政機関および行政官の中に閉鎖的に内在化される論理として自己

完結させてしまうなら，むしろ逆に最も非民主的，官僚的な思想、となるであろうし，無関心

層の増大と管理社会化は一層深刻化するに違いなし、。確かに，行政責任論は国家活動の複雑

化@多様化に対して，立法や司法が的確に対応できなかったがゆえに，行政への統制機能を

果すものとして生まれた。しかしそれが，無条件の行政委任ではなく，逆に市民との正当な

る関係の確保の手段として芳行政自身に向けられた刃でもあることを明確にしておかねばな

らない。参加論が，少なくとも形式性においてはその正当性を確保しえているのに対し，行

政責任論は，絶えず市民=政治の主体とのi習に緊張関係が保たれていなければ，たちまち大

きな反動をもたらすであろうという点で，より危険性の多い理論であることを，我々は行政

責任を考察するにあたって，最も強く意識してし、なくてはならなしh 行政責任という視盛

が，行政自身にとっての理論であると同時に，市民の側からする行政統制jの機能も持ち合わ

せる理論であること，そしてより本質的には，両者の関係概念として活かされない限れ現

代社会の行政を正当に機能させる理論たりえないからである。
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3 教育行政と行政責任

上記の一般的意味における行政責任論を，教育行政における行政責任の問題として考察を

してみよう。

まず，教育行政における行政責任の構造を整理しておかねばならなし、。教育行政という場

合，一般的には文部省や都道府県教育委員会さらに市町村教育委員会の活動を指すことは常

識的理解である。行政責任の考察対象もヲこれらの機関および個々の行政官の行政責任とし

て基本点に設定されることは，あまり異論のないところである。したがって，各行政機関が，

国民の教育と学習に対して不当に介入や統制あるいは権利の侵害を行ったり，逆に行政権限

の行使を不当に怠っているような場合は?行政責任の不履行として問責され，制裁を受けて

当然ともいえるのである。

ところが，この行政責任を公的責任を持つ者として抱えるなら，教育の場合は文部省や教

育委員会とその職員のほかに，学校と教育公務員というこ重の構造から成り立っていること

がわかる。それは，行政責任論として論じられる理論内容のほとんどが，実質的には公務員

の職務活動に関するものであり，いかにしたら公益が確保され，留民の権利が保障されるの

か，とし、う論理構造で語られることが多いことからも理解されることであろう。それゆえ，

公教育における行政責任の問題は，行政機関一一学校一一国民という三者の相互関係の中で

考察されなくてはならなし、。とりわけ，学校と教育公務員(当然ここでは私学の教職員は除

外される。一定の社会的:公的責任は存在するし?それが学校の教員=全体の奉仕者論の論

拠にもなっているが。)の国民に対する責任関係，文部省@教育委員会と学校@教育公務員の

責任関係は，とりわけ教育に特徴的なものとして注自されなければならなし、。

教育および教育行政において責任の問題を考えるにあたって，最も留意しなくてはならな

いのが，誰れに対する責任か，という点である O 一般の行政の場合は，主権者たる留民に向

って，その権利を擁護し，積極的に保障していけるように活動が配慮されるべきであって，

仮りにそれが実現できないときは，主権の行使たる選挙によって，あるいはまた司法救済と

しづ形で制裁を加えることが可能なのである。ところが，教育の場合は少し複雑な回路を経

ることとなる。すなわち予教育(学校教育)の直接的受益者は究室@生徒であって，彼らは，

制度化された制裁手段を所有していないことが問題となるのである。原理的には，その親権

者が権利を行使しうることになるが，どの様に考えても最適な方法とは思えず，児童@生徒

=未熟者論のようなもので正当化することは，やはり一定の無理を承知でなければ納得しえ

ない論理であろうと思う。

教育における責任の問題は，公教育実施主体が授権者たる国民にどうその公的責任を保障

するかとし、う問題だけでなく，行政官@教師@親などの大人たちが，どのようにして子ども

に彼らの基本的人権，学習権を保障していくのか，の問題でもあると思う。しかも，教育そ

のものを具体的，実践的に保揮しうるのは，行政官や親で、はなく，教師たちであることも，
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教育における行政責任の問題を複雑にしている大きな要因ではないだろうか。

薬事行政における行政責任が，国や地方公共団体の直接的責任として考慮されるのに比べ

て，教育行政における行政責任はヲより本質的かつ実践的には，文部省や教育委員会の直接

的責任として自己完結するというより，教師の教育活動を通して具体的に子どもに対象化さ

れる教育そのものの中に消化されて始めて機能しうるものであるから，評価そのものも極め

て複雑にならざるをえないのである。

確かに教育行政は，教育が不当な支配に服することなし菌民全体に対し，藍接に責任を

負って行われるべきものである，という自覚のもとに，教育の目的を遂行するに必要な諸条

件の整備確立を目標として行われなければならなし、(教育基本法第 10条)ものであるo そ

れゆえ 9 教育行政それ自身の内部において自己完結するような行政責任もある程度記述しう

るかもしれなし、。しかしそれは，公益にかなうものかどうか，教育行政の「教育」という本

質に即したものかどうか，といった評価に至って，結局のところ何の意味もなさない記述理

解に終ってしまうのではなかろうか。

教育行政における行政責任の問題はラ教育基本法第 10条の理解，文部省@教育委員会の

任務や権限(文部省設置法第 4， 5条，地教行法第 23条等)の理解だけで考察できるもの

ではなし、。最終的に，子どもにどう還元されるか，という一連の回路全体の中で検討され，

評価されて，判断を下さなければならないものである。それゆえ，我々が当面課題とした研

修の問題であっても，そのための行政施策が，子どもの教育の質的向上へ結びつく研修とし

て実現されなければ，時間と金の浪費だったり，教師自身の自己満足や人事における昇進や

昇給のためだけの研修に終ってしまう恐れが大いにあると考えねばならなし、。

ヰ 教員研修の行政責任

教育公務員の研修に対する行政責任は，おおよそ次のような関係構造において把えること

カLできょう。

まず第一に，教職そのものの論理から来る研修の要請について考えねばならなし、。国@公

@私立のいかんを問わず，教員は全体の奉仕者であって自己の使命を自覚し，その職責の遂

行に努めなければならなしぺ教育基本法第 6条第 2項)こととされている点については，す

でに冒頭に述べた通りである。したがって，教員はすべてその職責の遂行のため，自覚的に

職能成長をはからなければならないことは，その職務(使命)から派生する当然の論理であ

る。教職としヴ職務そのものから来る社会的要請とでもいえるだろう Q 教育行政は，この教

職の特性を理解することから出発しなければならない。

次に，公務員としての身分から来る研修の要請が考えられる口国家公務員法@地方公務員

法の規定がそれを明文化している。それは， i勤務能率の発揮及び増進のため jとして規定

されているが， Publ ic Servantとしての職務の特殊性からして当然にも，次のような
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基本的枠組が所与のものであることはいうまでもなし、。すなわち p その研修の成果が何らか

の形で公共の利益に還元されること，つまれ研修が個人的興味匂関心からのみなされ，私

的満足の中に成果が死蔵されないことである。また，国民の権利や要求を侵害したり，無視

したうえでなされたりすることがあってはならなし、。さらに，公費の浪費をなくしv 最大限

の成果が期待できるような方法と内容を準備すべきである。公務員の場合，その研修はあく

まで公的職務の一環として行われるものであるから，得られた研修の成果は9 最終的に主人

たる国民への公的サーヴィスの中に対象化されヲ職務活動の質的向上に資するものでなけれ

ばならない。

最後に，教育公務員としての研修の特例を検討しておかねばならなし、。いうまでもなく，

教育公務員特例法の規定がそれについて触れている。最初にも引用したところの， !司法第19

条にいう「教育公務員は，その職責を遂行するために，絶えず研究と修養に努めなければな

らない」としづ規定は，前述した一般公務員の「勤務能率の発揮及び増進のために jという

のに対しJその職責を遂行するために J，r絶えず J，r研究と修養」に努めなければなら

なしv としている。

すなわち，研修の呂的，性格ヲ内容等に関して，異なる性質の研修を立法上においても意

識していたと考えられるのである。このことに関しては，これまで多くの論者が述べてきて

いるので，ここでそれらを再び詳細に繰り返すことはしないが，職責の遂行のためとは，教

育そのものの本質に照らしてヲ単なる能率化の為だけでなく，職務活動の質的向上をも考慮

したうえで，研修の必要性を考えていたことを再確認しておかねばならなし、。あるいはむし

ろ，教職における職能成長という点から考えて，職責の内容的充実こそ最大のねらいであっ

て，そのためには教師の不断の研修努力が肝要であることを定めたものと解されるのである。

また絶えすeとは，以上のような文脈において?研修の連続性あるいは恒常性として組み取る

べき言葉であるし，また同時に，研修の道は限りなく遠大で，無根の領域と深さを持ってい

ることも示唆しているのである。

地方公務員法第 39条が「職員には・・・・研修を受ける機会が与えられなければならない」

としているのに対し，教育公務員特例法が「教育公務員は， ・・・・・・研究と修養に努めなけれ

ばならない」としていることも，大きな質的差異を示している。前者は受動的規定であるの

に対し，後者は教師に研究と修養に努めなければならなし、と訓示的に規定しているからで

ある。さらに，わざわざ研究と修養とし、ぅ字句に改められていることも，その研修内容の質

的違いを示したものとして理解されなければならなし、。

教師の職務においては，研修が研究と修養のこととイコールであるとしても，そのあり方

が常に主体的な研修たることが中軸となるからである。日常の教育実践において生起する諸

問題や，社会と歴史の大きな環境から必然、的に要請される問題等のいずれにおいても，白か

らそれを感知し，主体的に問題の整理@分析を行いながら，その解決の糸口や方法を，再び

自からの実践の中へ消化させていくことなくしては，真の意味での職責の遂行に結びつかな
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いのである。教育公務員としての研修にあっては，前述の教員としての研修のあっ方と，公務員

としての研修のあり方の両方の要請を主体的に受けとめ，子どもへの還元とし、う最終回路の

目的に郎して努力し 3 またそれを保樟していくので、なければいけなし、。

こうした教育公務員の研修に対してヲ教育行政はその条件整備に努めることとなる。すな

わち， r教育公務員の任命権者は，教育公務員の研修について，それに要する施設p 研修を

奨励するための方途その他研修に関する計画を樹立し，その実施に努めなければならない J

(教育公務員特例法第 19条第 2項)のであって， r教育公務員には，研修を受ける機会が

与えられなければならない J(同法第 20条第 1項)。任命権者としての都道府県教育委員

会(指定都市はその教育委員会...地教行法第 58条第 2項，その他は市町村教育委員会も

行なうことができる・・・・同法第 45条第し 2項)は?それゆえ，教育公務員の研修に関し，

とりわけ積極的に取り組まなければならないことになっている。それは，自ら主催するだけ

でなく，様々の形で研修の機会を準備し?研修を受けるための条件を整備してやることであ

る(4)。

研修の方法には，次のような形態がある。①勤務そのものとして行う研修(職務命令によ

る研修九②勤務に有益なものと判断して職務専念義務免除を与える研修，①勤務時間外の

自主的な研修ヲである。個々の研移が，このどれに相当するかの判断は，研修の内容によっ

て服務監督権者が行うことになっている。

またヲ研修の機会について教育公務員特例法第 20条の第 2項および第 3項は，次のよう

に定めている。 r2 教員は，授業に支障のない隈りヲ本属長の承認を受けて，勤務場所を

離れて研修を行うことができる。 3 教育公務員は，任命権者の定めるところにより，現職

のままで長期にわたる研修を受けることができる」 。なお，ここでしづ本属長について，一

般には，校長の場合は教育委員会(または教育長)，その他の教職員については，校長と規

定しているところが多L、(長期に及ぶときは教育委員会)。

研修を行うにあたっての承認の付与については，現在その解釈が問題となっている。行政

当局の解釈によれば，研修に承認を与えるかどうかの判断は，校長や教育委員会の自由裁量

であるe とされる。これに対し，教師の自主研修権を主張する学説では，校長の承認は，本

務への支障の有無を学校として確認するための裁量の余地なき行為であり，勤務時間内の校

外自主研修は，旅費条例jにもとづく出張命令扱いとして公費支給の対象になりうる，と解し

ている問。 組合の教育研究集会への参加による研修の形態については，職員団体の活動の

一環であるからという理由で，年次有給休暇を利用した研修の形態をとらせることが多く，

当然にも職務専念義務免除による研修とされる，との解釈はなされてレなし、。なおこの点に

ついての司法判断は，現在のところ，研修にともなう校務運営上の支障と，当該研修の社会

的評価および態様，場所，参加の相当性等の諸事情を比較考量せしめるための裁量判断権を

本属長に付与しているもの(昭和 52年 2月 10日，札幌高裁)と判断し，一応自由裁量行

為説を採用している。
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ところで，文部省や教育委員会は，教育公務員の研修について連絡@援助をしたり，ある

いは指導@助言ヲまたは計画したり，実施する(実施に努めなければならない，実施できる?

など少しずつ規定の仕方が異なる)ことが，諸々の法令において規定されている(教育公務

員特例法第 19条第 2項，文部省設置法第 5条第 1項 21.22号，第 8条 13号，地教行

法第 23条 8号，第 45条，第 48条など)が，この法的規定だけでは，当然、にも何の具体

的施策も生まれなし、。行政が，どのような研修システムを準備し，誰れに，何を，どう研修

させるか，そしてその研修を先の三類型の中のどの形態の研修として行うかは，ほとんど行

政機関の裁量の領域なのである。それゆえ，教員にいかなる研修を保障したのか，あるいは

しなかったのかについて，議会や裁判所からする行政責任の追及は，その依拠する規範の不

明確さ，多義性などによって，その重要さにもかかわらず極めて不徹底なままで終りがちで

ある。

教育公務員の研修は，公教育の公益(学官権の保障や公教育の水準の維持‘向上といった

諸価値)の確保として，教育行政に果せられた責在であるとともにヲ特例として定められて

いる教育公務員に対する，服務監督者の条件整備的責任でもある。すなわちヲ優秀な教員を

採用し，優れた現職教育を行うことは，公教育の質的な高水準を維持していくために，必須

の条件である。そして，重接に公教育を担う主体の教員に対し，彼ら自身の職能成長を保障

してやることは，公教育の具体的実践を高度化してし、く重要なエネルギー源のようなものと

考えられるのである。それゆえ，行政自身が研修計画の実施主体になる場合だけでなく，い

かにしたら教員自身の指翠力形成につながるという観点からラ研修の条件整備を多様な方法

と形態において考慮すべきなのである。

行政責任の確保に対する教員および国民の側からの統制や制裁は，今のところほとんど有

効な手段を考案しえていないように思える。そこでは，行政学が過去数十年に渡って論争を

重ねてきた，様々の責任の局面に応じて，厳密な検証を踏えることから始めなければならな

し、それらは，動機的責任と結果的責任，法的責任と道徳的責任，制度的責任と非制度的責

任，外在的責任と内在的責任，法的責任と技術的責任，人間的責任と機能的責任，さらには

これらの多面的，重層的な組み合わせによる複合した責任の諸相などであって，実に問題は

複雑多岐に及んでいるO

もちろん，上記の諸局面は，いろいろ重複したり，一方が他方を包摂しているようなもの

もあって，必ずしも十分整理された概念とはいえなし、。たとえば，機能的責任として語られ

るものの中味は，客観的に確立された専門的，技術的知識にもとづいて，自己の活動を説明

できるとしづ責任の構造を指しており，その概念の核心は，<標準>の客車在と，問責者の

外在性だといわれる(6)口 これは，責任の確保が行政内部の問題とされる点において，非制

度的かつ内在的責任の領域の問題とも考えられるし，法的規定になじまないという理由から，

技術的責任の問題としても取り上げられるのである口

いずれにしろ，教育行政サーヴィスの検討と評価は，復雑でしかも不明な点が多く，確定
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的な理解にはなかなか到達しないのである。それは?教育行政サーヴィスの活動が，必ずし

も全て直接自民に還元されるとは限らないこと， しかも投下された資本と労力が比例して成

果を生まないこと，公教育の実施主体が，実践的には学校とその教職員の活動に主として集

約されることなどから，要因分析が非常に困難だからであろう。更に，教育の成果そのもの

は，教師と子どもとし、う教授一学習の相互関係の中で結実していくものであって，一方的な

サーグィスの給与構造と異なっていることも理解しておかなければならなし、。

教員研修に対する教育行政の行政責任としづ視座の構造は，直接的には教育公務員として

の職責の特性を踏まえた，研修施策の~i- I面や組織?内容p 方法などの正統性や合理性を問う

ていくものである。しかしそれは，すでに述べてきたように，公教育の構造，教職における

研修の特異性，研修結果の評価など多くの複雑な関門を越えなければ実質的な検討を行いえ

ない困難さを有している。 具体的には，個々の研修施策を，目的@方法@内容@対象などに

応じて検討を加え，それらの施策が，究極において子どもの学習権保障へと図婦する構造に

なっているかどうか，教師の職能成長に資するものがあって，研修成果が教青実践に還元さ

れるものかどうかを見極めることにつながらなければならない。

教員研修の初期にあたる初任期研修においても，基本的にこの見方は変らなし、。ただ，教

職への入戦期にあたって，実際の教育実践経験が不足していること，養成段階における具体

的，技術的知識の指導不足を早急に解消しなければならないこと，将来の長期に渡る教員生

活を充実したものにしていける基本的態度の養成など，この時期に特に集中して行うべき研

修を，主体的自己形成力を構築しながら実施していくことが重要である。したがって，いた

ずらに押しつけ的な研修を行うべきではなく，彼らの持っている若々しいエネルギーが，学

校の他の教職員との協働関係の中でうまく活かされ，かつ，子どもにも良い影響を与えるよ

うに工夫すべきであるφ

新任期の教員であっても，ベテランの教員と同じように教室で教育実践を行うという，教

織の特殊性を十分に考慮、し，それを活かしていくような教員研修と学校経営が望まれるので

ある。教育行政は，そのために全力をあげて彼ら若い教師の自己形成力を育てなければなら

なし、。それがもし仮りに，彼らのすばらしいエネルギーを不発に終らせ，湿らせるようなこ

とがあったら，改めて何のための教育行政かと叱責を受け，厳しい批判の矢にさらされるこ

とであろう。行政が果すべき責任とは，国民の付託に十分応え，更により一層専門的な立場

からも行政活動を行っていくことである。教育行政の場合は，条件整備機能と指導@助言行

政の精神を活かし，学校と教職員の教育活動をより充実させ，子どもの学習が実りあるもの

へと結実していくよう，特に配慮、しなければならないのであって，白からの意思を権力的に

かつ強制的に押しつけるものとして行われではならないのである。
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注

(1) 片岡寛光『行政国家j](早稲田大学出版部， 1 9 7 6年九 8頁

(2) 足立忠夫「責任論と行政学 J(辻清明編集代表『行政の理論j]，行政学講座 し 東 京

大学出版会， 1 9 7 6年)， 2 4 5頁

(3) 福岡政行「ミクロ@ポリティクス J(飯坂良明他共著『モダンポリティクスj]，学陽書

房， 1 9 7 9年)， 5 5頁

(4) 小松郁夫「教員行政 J(久下栄志郎，堀内孜編著『現代教育行政学j]，第一法規，

1 979年九 140頁

(5) 兼子仁『教育法j](法律学全集 16ーし有斐閣， 1 9 7 8年)， :3 2 :3頁

(6) ~尾勝「行政国家における行政裁量 J (渓内謙他編『現代行政と官僚制』東京大学出版

会， 1 9 7 4年)， 9 5頁
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